
ステップ１

「事業所カルテ送付依頼書」を協会けんぽへご提出ください。

ご提供いただいている従業員様の健診結果をもとに、事業所様の健康度・健康リスクを「見える化」した

「事業所カルテ」を送付します。

ステップ２

送付された「事業所カルテ」により職場の健康リスクをご確認いただき、従業員の心身の健康を守るために

取り組むべき課題を考えてみましょう。

ステップ３

「事業所カルテ」に同封の「にいがた健康経営宣言エントリーシート」の必須項目内容をご確認ください。

☆「必須項目」の①～⑤は全事業所共通の項目です。☆必須項目の⑥を以下の項目から選択してエントリー!

①健康づくり担当者（健康保険委員）の設置 ●職場内に血圧計を設置し、毎日測定（推奨）

　※ご担当者様を健康保険委員として登録いたします。 ●身体活動・運動促進対策

②健康診断実施率（目標100%）　　　　　　　　　 ●食生活・栄養改善対策

③特定保健指導実施率（目標35%以上） ●メンタルヘルス対策

④職場の受動喫煙対策　　　　　　　　　　　　 ●喫煙対策

⑤血圧測定習慣化 ●アルコール対策

●デンタルケア対策

ステップ４

協会けんぽより「健康経営宣言書」と「サポートキット」を送付します。それぞれのキットをご活用いただ

き、健康経営の取り組みをはじめましょう。

この他にも「健康づくり講座」「健康づくりポスター」もご用意しております。お気軽にご相談ください。

　その場合は同業種のデータを集計した健康度カルテをお送りします。

電話番号

ご担当者名

（R8.4）

健 康 保 険 の 記 号

7 桁 ま た は 8 桁 の 数 字

※7桁の場合、左詰でご記入ください

※「01150010」ではございません

〒　　　－

事業所名称

事業所所在地

※　加入者数が少ない場合や結果から個人が特定される可能性がある場合は提供できないことがあります。

依頼先：全国健康保険協会新潟支部

「事業所カルテ」送付依頼書

FAX番号：０２５－２４３－３４６１

■事業所カルテ送付先

〒９５０－８５１３

新潟市中央区東大通２－４－４ 日生不動産東大通ビル３階

全国健康保険協会新潟支部 電話：０２５－２４２－０２６０

にいがた健康経営宣言のながれ

「事業所カルテ送付依頼書」の提出

事業所カルテで職場の状況をチェック

にいがた健康経営宣言エントリーの提出

健康経営の実践


